


教育長意見交換会(５月) 

メリット1・ネットワークが広がります 
 独教を通じて県内や県外に多くの仲間が出来ま

す。職場で困ったときや待遇に疑問があるときな

どでも独教が力になります。 

 

メリット2・教育問題への理解が深まります 
 資質指導力向上のための「教育研究集会」が毎

年開催されます。「全国教育研究集会」や「四国

教育研究集会」などでは他県の仲間との情報交換

や交流もあります。 

 また、定期的にお届けする独教情宣やＨＰで、

最新の教育情勢を知ることができます。 

 

メリット3・福利厚生の充実 
 組合員全員が団体生命保険に加入し、団体加入

のお得な掛け金で補償の追加が可能です。各種保

険を独教団体扱いにして安くすることも可能で

す。ほかにも各種慶弔金の支給があります。 

独教の主な活動を紹介します 

教職を目指す勉強会(年5回程度) 

専門部定期総会(5月) 教文専門委員会(5月,1月) 

研修旅行(年２回程度) 四高連ソフトボール大会(７月,10月) 

組合活動は大切な権利です 
 教育に携わる私たちには、教職員団体(教職員

組合)を結成し、自らの勤務条件を維持・改善す

る権利が保障されており(地方公務員法第52条)、

給与・勤務時間その他の勤務条件に関して、当局

に申し入れすることが出来ます(同55条)。私たち

が意見を出し、正しい主張を行わなければ、現状

を維持・改善していくことは出来ません。そのた

めにも、一人でも多くの組合員の力が必要です。 

独教の取り組みによる近年の主な成果 
○駐車場料金の倍増や、俸給水準の引下げを阻 

 止しました。 

○特殊業務手当や、時間講師の単価を増額しま 

 した。 

○臨時講師の勤務日を拡大し、採用審査では教 

 職経験による一部免除や年齢条件緩和等を実  

 現しました。 

☆これら以外にも多くの成果を挙げています！ 

中央委員会(5月,8月,1月) 

定期大会(6月) 

県教委交渉(11月) 

≪県内活動≫教育環境の整備、教育諸問題、賃金・勤務条件の改善等に対し、調査研究や交渉等を行って    

        います。研修旅行や生活設計講座等の福利厚生活動も積極的に行っています。 

市教委交渉(12月) 

教育研究集会(10月) 

人事委員会交渉(9月) 

≪中央活動≫各中央省庁との交渉や、衆参議員への要請活動を行うとともに、全国の友好単組組合員との 

                      情報交換や交流等を行っています。 

文科省交渉(年3回程度) 財務省交渉(7月) 全国教育財政研修会(8月) 専門部合同集会(7月) 


